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Ⅰ　試みの入口

　私は迷っていた。
　その時，私はある株式会社の代理人として，
その会社の株主との交渉の任に就いていた。
その株主の有する議決権割合は３分の２を超
えている。しかし，その株主は，元からの株
主ではなく，元株主だった人物が亡くなって，
その元株主を単独で相続した者である。そし
て，会社にとって，実はあまり株主でいて欲
しくない人物である。幸い会社の定款には，
相続によって株式を取得した者に対し，その
株式を会社に売り渡すことを請求できる旨の
規定がある。そこで，臨時株主総会を経て，
その株主に株式の売渡し請求をした。すると，
懸念された価格交渉は意外と円滑に進み，早
期に合意に達することができた。と，ここま
では良いのだが，ここで問題が発生した。
　会社が自己株式を買い取る場合は，みなし

配当課税がなされ（所得税法25条１項５号。
以下，所得税法を「所法」という），会社は源
泉徴収しなければならない（所法181条１項）。
ところが，相続によって取得した非上場会社
の株式で相続税額の計算の基礎に算入された
ものをその非上場会社に譲渡したことによる
みなし配当は，非課税とする特例がある（租
税特別措置法９条の７）。
　即ち，会社が株式を相続によって取得した
者に株式売渡請求をした場合，その株主に相
続税額が発生するのであれば，みなし配当課
税はされないのであるから，会社は源泉徴収
する必要はない。
　そこで，私は株主の代理人弁護士に，相続
税額が発生するかを問い合わせたところ，多
額の相続税を支払うことになる見込みである
との回答があった。したがって，上記特例が
適用される場合に該当する。そこでさらに私
は，相手方弁護士に，通常であればみなし配

わが国の源泉徴収制度に対する 
スティグマタイゼーションの試み

森田辰彦
（弁護士）

論　説

目　次

Ⅰ　試みの入り口
Ⅱ　源泉徴収制度妖怪論
Ⅲ　制度拡大の経緯
Ⅳ　源泉徴収制度の正当性
Ⅴ　源泉徴収制度批判
Ⅵ　非居住者の判定の困難性

Ⅶ　他人の税金を肩代わりさせられる
Ⅷ　支払者の法的地位再考
Ⅸ　所法222条機能不全論
Ⅹ　「支払」概念
Ⅺ　源泉徴収制度廃止論
Ⅻ　試みの出口



わが国の源泉徴収制度に対するスティグマタイゼーションの試み

228　税法学584

当課税がなされるところ，この場合は特例に
よりそれがないことを説明し，特例の適用を
受けるためには，株主と会社とで相協力して
その特例を受ける旨の届出書を作成して提出
しなければならないので，手続に協力するよ
う求めた。
　すると，それに対し，相手方弁護士から，
特例の適用に不安があるので，会社はみなし
配当課税があるものとして源泉徴収してくれ，
という奇妙な要請がなされた。
　このように言われて，私は迷うことになっ
たのである。
　実は，相手方弁護士の言う，特例の適用に
不安がある，というのは，明確な法的根拠の
ある話ではない。相手方弁護士によれば，株
主が多額の相続税を支払うことになるのは確
実で，相続税額が発生しない可能性はない，
とのことである。そうであるなら，間違いな
く特例が適用される場面である。
　そこで，相手方弁護士に，なぜ特例の適用
をしないで源泉徴収してほしい，などと言う
のか，と問うと，その弁護士は，税理士に相
談したところ，その税理士は特例の存在をそ
もそも知らなかったようであり，特例の適用
について確信が持てないので，この際，慎重
を期して源泉徴収してもらった方がいい，と
アドバイスされた，という。
　しかし，租税特別措置法９条の７は，その
適用を受けるか否かを納税者が選択する規定
にはなっていない。ちなみに，この条文の文
末の表現，即ち，法的効果についてどのよう
に表現しているかを見ると，「同項（所法25条
１項のこと；筆者注）の規定は，適用しない」
となっている。「適用しないことができる」で
はない。つまり，この特例の適用要件を満た
す場合は，みなし配当課税は「しない」と規

定しているのであって，納税者が勝手に「で
も，私はみなし配当課税されたいから」と言
って，この特例の適用を拒否できる，という
規定ぶりになっていない。また，税法はいう
までもなく公法であるから，私人どうしの合
意によって法の適用を排除できる，というも
のでもない。
　そこで，私は悩むことになるのである。相
手方弁護士の要請を，受け容れてしまってい
いものであろうか？
　しかし，考えてみれば，相手方の要請を受
け容れても，会社にとって不都合はない。源
泉徴収しなくていいものを，誤って源泉徴収
しても，会社が税務署からとやかく言われる
筋合はない。とやかく言う者がいるとすれば，
それは相手方である株主にほかならないが，
その株主自身が源泉徴収してくれ，と言って
いるのである。もし税務署から，この源泉徴
収は誤りであると指摘されたら，相手方の手
続への協力が得られないから，と答えれば済
む。
　そこで，私は快諾し，会社は売買代金から
源泉徴収税額を控除した額を株主に支払うと
の約定で契約を取り交わし，この件は落着し
た。
　このようにして私の仕事は終わったのであ
るが，私の意識の中にうっすらと翳りが残っ
た。
　それは，この度はたまたま相手方からの要
請で源泉徴収することになったのであるが，
仮にこのような要請がなかったなら，法に従
って源泉徴収しないことになる。ところが，
届出書を作成する際には，相続税額が発生す
る見込みがあると思っていたのに（届出書に
は，株主が相続税額の見積額を記載する欄が
ある。；なお，そこには相続税額の見積額が
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０の場合は特例の適用がない旨の説明も記載
されている），その後，相続財産だと思ってい
たものがそうではないことが判明した，など
の事由により，相続税額が発生しないことと
なったら，どうなるのだろう？
　その場合には，特例の適用は受けられない
わけであるから，会社は，遡って源泉徴収義
務があったことになる。このように，特例の
適用があると思って売買代金の全額を支払っ
て自己株式を買い取った会社が，後に特例の
適用がないことが判明した場合でも，不納付
加算税が課されるのだろうか？
　また，会社は徴収すべきであった税額を株
主からあらためて支払ってもらう必要がある
が，任意の支払が得られない場合，訴訟を提
起しなければならない。ところが，所法222条
に基づいて請求できるのは本税だけで，延滞
税や加算税は請求できない。仮に加算税を課
されなくても，延滞税は自腹となる。それが
嫌なら，株式売買契約書に，万一後に特例の
適用が受けられないことが判明した際には株
主は会社に対してその負担する全部の税額相
当額を支払う旨の特約を定めることも考えら
れる。しかし，所法222条に基づく請求にして
も契約に基づく請求にしても，いずれにもい
えることであるが，「請求できる」ということ
と，「実際に回収できる」ということとは全く
別問題である。相手方が行方不明または無資
力になれば，例え債務名義を得ても，それは
画餅と帰す。
　また逆に，仮に届出書の作成などの手続へ
の株主側の協力が得られないという理由によ
り，特例の適用が受けられず，源泉徴収した
のに，株主が後から「特例について会社から
説明がなかった。説明があったら特例の適用
を受けていた。会社が源泉徴収したのは誤り

なので，その税額の分を未払いの売買代金と
して支払え」などと請求されたら，どうする
のか？⑴

　また，さらに想像力を働かせれば，会社も
株主も，租税特別措置法９条の７の存在を知
らないという事態もあり得る（現に，株主側
の弁護士が相談した税理士は知らなかったそ
うである）。そこで，会社が源泉徴収したとこ
ろ，後から株主が特例の存在に気付いて，会
社が源泉徴収したのは誤りであった，と主張
してきたら，どうするのか？
　こうして考えると，なまじ妙な特例がある
おかげで，会社はいろいろなリスクを負わな
ければならないと思える。
　ここで気を付けなければならないのは，租
税特別措置法９条の７は，非上場会社にその
会社の株式を譲渡した株主に対し，みなし配
当課税をしない，という規定なので，株式譲
渡人の利害得失に関わる特例なのであるが，
自己株式の売渡請求をする会社側にとっては，
この特例は源泉徴収義務の存否を決定付ける
ものとして重要である。
　ところが，この特例の適用を受けられるの
は，株式譲渡人に相続税額が発生する場合だ
けなので，株式売渡請求権を行使した会社に
してみれば，対立する紛争当事者である相手
方において相続税額が発生するか否かという，
会社が関与しない事由によって源泉徴収義務
の有無が決まるという制度になっている。こ
の特例は，株式譲渡人において，みなし配当
課税（総合課税）により所得税の負担が大き

⑴　私は，後日このような言いがかりを付けられな
いように，株式売買契約書中に，「本件株式譲渡に
おいては，租税特別措置法９条の７の適用を受け
ない」ことを合意する旨を明記した。
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くなって相続税の納税に支障が生じることを
避けるためのもの⑵のようなので，致し方ない
とは思われるのであるが，しかしながら，自
己の関与の及ばない事由によって源泉徴収義
務という重大な義務の存否が左右されるとい
うのは，制度設計として，いかがなものか？
　また，先述したように，会社が特例の適用
があると思って源泉徴収しなかったのに，そ
の後，株主が相続税の申告をしなかったら，
どうなるのか？
　こうして考えていくと，やはり特例の適用
を前提に源泉徴収しないことはリスクがある
ので，私たちがしたように，慎重を期して源
泉徴収する，というのも合理的なやり方であ
ったようにも思える。しかし，このようなや
り方が一般に蔓延すれば，そもそも租税特別
措置法９条の７の存在意義が問われることに
なろう。
　このように，私は，会社の株式の売渡請求
を契機に，あ〜でもない，こ〜でもない，と
悩んだのである。しかし，ただ会社が自己株
式を取得するという単純なことをしているだ
けなのに，なにゆえ，こうも懊悩しなければ
ならないのか？
　どうも，源泉徴収制度というものは，まっ
たく厄介な複雑怪奇な魔物といわざるをえな
いのである。

Ⅱ　源泉徴収制度妖怪論

　かくして，私の場合，たまたま会社の自己
株式の買取りという事態に遭遇して，源泉徴
収を巡る悩みに逢着した。
　しかし，翻って考えてみるに，このように
源泉徴収すべきか否かで悩む場面は，意外に
多いのではないだろうか。というのは，そも
そもわが国では，徴収納付義務に遭遇する機

会が非常に多いと思えるのである。
　例えば，日本の源泉徴収制度に言及した論
文などを読むと，「わが国の源泉徴収制度は，
諸外国のそれと比較してみた場合」の特色と
して，「源泉徴収の範囲がきわめて広いことで
ある。わが国の所得税制度においては，給与・
利子・配当のみでなく，退職所得，公的年金
等，報酬・料金・契約金・賞金，生命保険契
約等に基づく年金，定期積金の給付補てん金
等，匿名組合契約等の利益の分配が，源泉徴
収の対象とされている。このように広い範囲
にわたって源泉徴収が行われている例は，少
なくとも先進国においては他に見当たらな
い。」⑶とあるように，わが国の源泉徴収制度
が「きわめて広範・精密かつ強力であ」⑷るこ
とを指摘するもの，同様に，「我が国の源泉徴
収制度は，（中略）事業所得を構成する報酬，
料金等に対しても行われるなど，源泉徴収の
範囲及びその実効性は，他国よりもはるかに
広範囲かつ強力であるという特色をもってい
る。」⑸と指摘するものが多い。
　これらの指摘の通り，日本では徴収納付義
務を負わされる場面は多岐に及んでおり，な
にかというと源泉徴収制度にぶつかる機会が
多いのである。
　実際，私たちが何か具体的な事案の税務に
ついて検討する際は，例えば会社がその役員
や従業員になんらかの利益を供与することを
検討する時には必ず会社が源泉徴収する必要

⑵　小池正明『民法・税法による遺産分割の手続と
相続税実務』（税務研究会出版局・2020）760頁。

⑶　金子宏「わが国の所得税と源泉徴収制度」日税
研論集第15号３頁（1991）３頁。

⑷　同上５頁。
⑸　水野忠恒『所得税の制度と理論』（有斐閣・2006）

178頁。
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があるかの判断を避けて通れないように，或
る者から他の者へなんらかの利益が移転する
場面では，常にそれが源泉徴収の対象となる
か否かについて神経を研ぎ澄ましておかない
と大きな間違いを犯すことになる。税務に関
する検討を森の中の探索に例えるなら，その
森の中には源泉徴収という名の妖怪がうよう
よと蠢いていて，うっかり油断すると，すぐ
足をすくわれるのである。
　日本って，恐い。
　いや，私は決して冗談を言っているのでは
ない。真剣に恐れているのである。

Ⅲ　制度拡大の経緯

　この魔物，あるいは妖怪は，いつから，ど
のようにしてこの国にはびこり始めたのか？
　よく知られるように，わが国に最初に源泉
徴収制度が導入されたのは，明治32年，公社
債の利子について源泉分離課税の規定が設け
られたことに始まる。この時，公社債の利子
について源泉課税を行うこととした理由につ
いて，孫引きで恐縮だが，中村建城氏なる人
物が，「公社債には無記名式のものが多いから
利子支払の際支払者が税金を天引きすれば漏
れなく取れるが，一旦支払ってしまうと此の
所得者を捕捉することが仲々面倒である。」と
述べているそうである⑹。なるほどこれは分か
りやすい。確かに無記名式の公社債の利子が
支払われた場合，支払先を捕捉することは非
常な難事であろう。それよりも，支払者の元
で天引きさせて納付させれば確実に捕捉・徴
税ができる。この制度のメリットは，さすが
に否定し得ない。
　そして，その後大正９年，銀行定期預金の
利子が，大正12年，その他の銀行預金の利子
が源泉課税の対象とされ，その後，昭和13年

に5000円を超える退職所得が対象となり，利
益配当特別税，公債及社債利子特別税が経常
税とされ，昭和15年に配当利子所得，勤労所
得，退職所得が源泉課税の対象とされ，昭和
19年に日雇労務者，大工，左官，外交員，集
金人等の報酬・料金，原稿・作曲等の報酬，
著作権の使用料，講演の謝礼等が源泉課税の
対象とされた。そして，戦後，昭和22年，総
合累進所得税の採用とともに，それまで取り
切りの源泉課税であったものを現在のような
所得税の前取りの源泉徴収に改めたが，その
後，源泉徴収の対象となる報酬・料金等の範
囲が徐々に拡大されていくことになる。即ち，
昭和27年に俳優，舞台監督，映画監督，演出
家，放送演技者，音楽指揮者及び楽士が受け
る報酬・料金，弁護士，弁理士，計理士，税
理士，公認会計士及び会計士補が受ける報
酬・料金で法人が支払うもの，職業野球の選
手，競馬の騎手及び競輪の選手が受ける報
酬・料金等，速記者，筆耕及びダンサーが受
ける報酬・料金等，そして社会保険診療報酬
が，昭和29年に小型自動車競争及びモーター
ボート競争の選手が受ける報酬が，昭和36年
に司法書士，測量士，測量士補，土地家屋調
査士，建築代理士，海事代理士，火災損害鑑
定人，自動車車両損害鑑定人に対する報酬・
料金が，昭和37年に広告・宣伝のための賞金
が，昭和39年に芸能法人が支払いを受ける報
酬・料金が，昭和42年に職業拳闘家，プロレ
スラー，プロゴルファーの業務に関する報
酬・料金，バー等の経営者がホステスに支払
う報酬・料金，そして馬主に支払う競馬の賞
金が，昭和44年に社会保険労務士の業務に関
する報酬が，昭和46年には演奏家，歌手，指

⑹　金子宏・前掲注⑶７頁。
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揮者が支払いを受ける著作隣接権の使用料が，
昭和47年に工業所有権その他の技術に関する
権利，特別の技術による生産方式またはこれ
らに準ずるものの使用料，雑誌・広告その他
の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金，
プロボウラーの業務に関する報酬・料金が，
昭和55年には重力量計の検針人の業務に関す
る報酬が，昭和59年には技術士補が受ける報
酬・料金が対象とされるという具合に，源泉
徴収の対象となる所得の範囲は膨大なものに
膨れ上がっていったのである⑺。
　よくもまあ，ここまで広げたものだと感心
する。あたかも，この国は源泉徴収制度の効
率性の良さ，即ち，徴税コストを掛けずに確
実に税を徴収できるという利点に酔い痴れた
かのようである。
　しかし，ここで留意すべきは，単に源泉徴
収の対象が拡大してきたというだけではなく，
取り切りの源泉課税から前取りの源泉徴収へ
と，さらに勤労所得などが源泉徴収の対象に
取り込まれるという進化の過程において，制
度が非常に複雑かつ精緻なものとなってきた
ことである。
　当初は，公社債の利子に対する源泉課税と
いう単純な制度から始まったのである。この
ような単純な制度でいたころは，先述したよ
うに，その合理性，有意性は否定すべくもな
く，また特に弊害もなく，問題視するほどの
ものではなかった。しかし，「現在の源泉徴収
制度が，当初考えられていたような単純な仕
組みをこえて，はるかに複雑高度化し，それ
が制度面でいくつかのひずみとなって現れて
いる」⑻，それゆえ課税権者と支払者，受給者
との間で「無用の混乱やトラブルをひき起こ
しているという面も否定できない」⑼と指摘さ
れるごとく，今日の源泉徴収制度は，それ自

体が問題視されるべき状況のひとつと化して
いるのである。
　しかしながら他方，源泉徴収制度には捨て
がたい利点のあることもまた否定できない。

「わが国の源泉徴収制度が，租税の確実且つ正
確な徴収のためにきわめて有効で効率的な制
度であることは，疑問の余地がない」⑽のであ
る。
　しかし，上記利点は，この制度を導入・拡
大すべき必要性を述べているだけであり，そ
れが許容されるべきものであるかについては，
なんら回答になり得ていない。いかに有効な
制度であっても，その制度の導入による弊害
についても着目し，その許容性について十分
な検討がされなければならない。
　この点につき，昔からよく言及されるのは，
現行の源泉徴収制度は，「支払者の義務内容が
格段に強化されている」⑾ということである。
具体的には，「支払者は，給与等の支払いの際
に，何が源泉徴収の対象になるか，あるいは，
いかなる額を控除すべきか，などについて，
微妙な判断と高度に複雑な計算を強いられる
ことになる」⑿のである。このように，支払者
は，源泉徴収すべきか否か，すべきとして，
いくらを控除すべきか，判断に迷うことがし
ばしばであるのに，もし，判断を誤り，徴収
納付を怠るなら，延滞税，不納付加算税はも
とより，懲役刑，罰金刑という重いペナルテ

⑺　この源泉徴収の範囲の拡大の歴史については，
金子宏・前掲注⑶６〜46頁を参照した。

⑻　畠山武道「源泉徴収制度の法律関係・争訟手続」
日税研論集 第15号245頁（1991）247頁。

⑼　同上247頁。
⑽　金子宏・前掲注⑶47頁。
⑾　畠山武道・前掲注⑻248頁。
⑿　同上248頁。
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ィが課されるという脅威に晒されている。
　しかも，これだけ重い義務を負わされなが
ら，それに対する補償は一切ない（なお，戦
前においては，給与所得の源泉徴収義務者に
は「徴収交付金」として納税者１人につき10
銭が，支払調書の作成については「支払調書
交付金」として調書１件につき５厘が支給さ
れていた，とのことである⒀。では，なぜこの
制度が戦後に引き継がれなかったのか，それ
は謎である）。
　このように，支払者に無償で重い義務を課
す源泉徴収制度が許容され得る根拠はどこに
あるのか。
　今さらのようではあるが，あらためて確認
してみるのも無意味ではないであろう。

Ⅳ　源泉徴収制度の正当性

　源泉徴収制度の正当性の根拠を示したもの
として，著名な古い判決がある。
　最判昭和37年２月28日刑集16巻２号212頁
である。
　これは刑事事件の判決であるが，上告理由
中の，所得税法中源泉徴収に関する規定は全
部憲法29条に違反する，との主張に対し，判
決は，「給与所得者に対する所得税の源泉徴収
制度は，これによって国は税収を確保し，徴
税手続を簡便にしてその費用と労力とを節約
し得るのみならず，担税者の側においても申
告，納付等に関する煩雑な事務から免かれる
ことができる。また徴収義務者にしても，給
与の支払をなす際所得税を天引しその翌月一
〇日までにこれを国に納付すればよいのであ
るから，利するところ全くなしとはいえない。
されば源泉徴収制度は，給与所得者に対する
所得税の徴収方法として能率的であり，合理
的であって，公共の福祉の要請にこたえるも

のといわなければならない。」と答え，また，
上告理由中，所得税法中源泉徴収に関する規
定は憲法14条に違反し無効である，との主張
に対しては，「給与の支払をなす者が給与を受
ける者と特に密接な関係にあって，徴税上特
別の便宜を有し，能率を挙げ得る点を考慮し
て，これを徴収義務者としているのである。

（中略）かような合理的理由ある以上これに基
いて担税者と特別な関係を有する徴収義務者
に一般国民と異なる特別の義務を負担させた
からとて，これをもって憲法一四条に違反す
るものということはできない。」という。
　この判決理由中，国の税収確保や，担税者
が煩雑な事務から免れるという部分は，源泉
徴収制度の合理性を述べているだけであり，
支払者に無償で義務を負わせることに対する
許容性の論拠とはならない。
　結局，支払者に無償で義務を課すことを正
当化する理由としては，支払者は単に支払い
の際に税額を「天引」してそれを国に納付す
るだけで済むのであるし（なお，判決の言う

「利するところ」というのは，支払者は控除し
て預かっている所得税を運用することによっ
て利益が得られる，ということを意味するよ
うであるが，そもそも税という公金を運用す
るという発想自体が不適切なうえ，低金利時
代の今日，これを支払者の利益と考える者は
いないであろう），支払者は受給者と「特に密
接な関係」にあって，「徴税上特別の便宜」を
有するから，というのが理由である。
　これを分かりやすく表現したのが，松沢教
授である。即ち，「徴税義務者としても，単純
に給与支払の際，一定の率で納税者の所得税

⒀　小林博志「源泉徴収の手続」日税研論集 第25号
265頁（1994）289頁。
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をかわりに徴収しておき，それを翌月の一〇
日にただ右から左に納めるという，単にそれ
だけの手間をかけるだけで」あるから，源泉
徴収制度自体は税法の目的理念に合致するも
のであると論ずる（誤解を招くといけないの
で付言するが，松沢教授はこのように述べて
現行の源泉徴収制度の全部を肯定するのでは
なく，むしろ支払者の徴収納付義務の発生す
る場面を，このように言える場合に限定すべ
きとする立場である）⒁。
　要するに簡単に言ってしまえば，支払者は
単に支払の際に税額を「天引」して手元に留
保して，それを右から左へ，という具合に国
に納付すればそれで済むのであるから，そん
な簡単な手間に対して補償するほどのことで
もない，というのである。このように言える
のであれば，確かにもっともな話である。
　これを称して，「天引できるのだから，いい
じゃない論」，あるいは，「右から左理論」と
名付けてもいい。
　しかし，このような論が成り立つのは，ま
さに支払者が支払の際に税額を「天引」して
それを「右から左へ」納付できるということ
が前提である。
　今日の拡大され，複雑高度化した源泉徴収
制度のもとで，このような前提があるといえ
るであろうか？
　しかし，こうした議論は，これまでも度々
なされてきたのであり，なにを今さら，とい
う声が聞こえてきそうである。しかし，今さ
らと言われようとも，源泉徴収制度の問題性
に，あらためて目を向けるべきではないかと
いう思いが，私の内部で日に日に強まってい
るのである。

Ⅴ　源泉徴収制度批判

　実は，本年２月18日，日弁連の主催で，青
山学院大学の木山泰嗣教授を講師として招い
て源泉徴収の法律問題について研修が行われ
た。これは研修ではあるが，弁護士相手のも
のなので，当然，単なる解説ではなく，源泉
徴収制度に関する問題意識を喚起するもので
ある。即ち，木山教授は，古い判例を紹介し
つつ源泉徴収制度について解説するとともに，
最新の裁判例を取り上げて源泉徴収制度に
多々問題のあることを語られた。くどいよう
であるが，弁護士対象の研修であるから，「実
務の取り扱いはこうなっているから，皆さん，
気を付けましょう」などというようなノウハ
ウ伝授の研修ではなく，源泉徴収制度を巡る
最近の裁判例をやや批判的に論評するもので
ある。日弁連が，この時期にこのような研修
を開催した意図は明示されなかったが，源泉
徴収制度が種々の問題を惹き起こしている事
実に対し，あらためて今，我々実務家の注意
を喚起したことは意味のないことではない。
　実は，本試論は，木山教授の上記研修に触
発された要素が幾分かある。というのは，正
直な話，源泉徴収制度に対する批判的見解を
提示することに，今さら何か意味があるのだ
ろうか，という疑問と逡巡があったのは否定
できない。なにしろ，源泉徴収制度に対する
批判は，これまで多数発表されているのであ
り，先に引用した金子教授の論文にも，わが
国の源泉徴収制度が「きわめて広範・精密か
つ強力であ」ると指摘するのに続けて，「他方
では，それ故にこそ，源泉徴収に対して，憲

⒁　松沢智『新版 租税実体法』（中央経済社・1999）
384頁。
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法論のレベルから，立法論のレベルに至るま
で種々のきびしい批判がなされてきたのであ
る。」⒂と述べられているほどである。
　このように，源泉徴収制度に対する批判的
意見は，言い古されたもの，という感もある。
　しかし，最近においてもなお，「国が徴収義
務を課す以上，国がこれを負担すべき筋合い
のものである。（中略）限界または条件を定め
ることなく，源泉徴収義務者による無償の奉
仕を正当化するのは困難であろう。（中略）少
なくとも立法論として，源泉徴収義務者の負
担する経費の全部または一部は国において補
償されるべきだと考える。」⒃という批判は根
強くなされている。また，「源泉徴収義務者へ
の負担は，法改正や裁判所による解釈によっ
ても，増え続けている」⒄との指摘もある。
　まさにこの指摘が重要である。即ち，立法
による源泉徴収の対象の増加も問題であるが，
さらに最近の判決例を見ていると，裁判所は，
源泉徴収義務が成立する範囲を解釈によって
むやみに広げようとしていると思えるのであ
る。
　妖怪は，現在，急速に増え続けているので
ある。
　そして，ついに限界を超えたと思われる事
例が出現した。誰もが知っている有名な判決
のことを言っているのであるが，これはいわ
ば立法と裁判のダブルパンチというべきもの
で，支払者の負担が許容性の限度を超えてい
ると思われる事案である。上述の木山教授の
研修でも，「近年の諸問題」として，真っ先に
この事案が取り上げられ，論じられた。

Ⅵ　非居住者の判定の困難性

　それは，東京高判平成28年12月１日税務訴
訟資料266号順号12942である。

　この事案は，非居住者から国内にある不動
産（土地と建物）を購入した原審原告・控訴
人（以下，「原告」と表記）に源泉徴収義務が
あるか否かが争われた事案である。非居住者
に対して国内の不動産の譲渡による対価（国
内源泉所得）を支払う者は源泉徴収義務を負
う，と規定した所法212条１項は，平成２年に
成立・施行されたが，この事案にこの規定の
不合理性が爆発的に現れているのである。
　主な争点は，原告が支払者として，支払の
相手方である不動産の売主が非居住者である
か否かを確認する注意義務を尽くしたか，と
いうことである。
　原審の東京地判平成28年５月19日税務訴訟
資料266号順号12856の認定によると，原告は
不動産業を営む株式会社（上場会社）である。
売主は，アメリカ合衆国の国籍を取得してい
たが，国籍喪失の届出をしておらず，売買契
約の締結時には本籍地を日本国内とする戸籍
を有していた。また，売買契約の対象となっ
た建物の所在地が住民票上の住所地とされて
いた。したがって，住民票は言うに及ばず，
印鑑登録証明書，不動産登記の全部事項証明
書，固定資産税の関係書類など，公の書類に
は，いずれも売主の住所地は国内にあるもの
とされていた。
　原告は，売主との交渉を進める過程で，相
手方の対応や建物の室内の様子から，相手方
がその建物を自宅兼事務所として使用し，生
活しているものと認識した。そして，売買契
約の締結に先立ち，売主から委任状を取り付

⒂　金子宏・前掲注⑶５頁。
⒃　田中治「源泉徴収制度等の存在理由」税法学571

号137頁（2014）153頁。
⒄　片山直子「源泉徴収義務をめぐる近時の法的諸

問題」税法学581号229頁（2019）230頁。
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けて固定資産税評価書類を代理取得し，さら
に売主の住民票，印鑑登録証明書を確認した。
　このような事実認定に基づき，判決は，原
告が，売主が売買契約の対象となった建物で
生活しており，建物の所在地が売主の住所で
あると考えたこと自体は至極自然なことであ
ったということはできる，とした。ところが，
判決は，「しかしながら」と逆転し，原告担当
者が売主との交渉のために建物に電話をかけ
ても繋がらなかったこと，建物を３，４回訪
問しても不在であったこと，交渉の開始後に
売主が約１ヶ月にわたり渡米していたこと，
売主が原告担当者に対し，以前米国で生活し
ていた旨を説明していたこと，売主が売買代
金を米国口座に振込むように依頼した，とい
う諸々の事情を挙げて，原告は，売主が非居
住者である可能性を踏まえて，その具体的な
生活状況（例えば出入国の有無・頻度，米国
における滞在期間，米国における家族関係や
資産状況等）について質問するなどして売主
が非居住者であるか否か確認する注意義務が
あるのに，それを怠った，として原告の請求
を棄却した。高裁も原告の控訴を棄却した。
　このような裁判所の判断に対しては，源泉
徴収義務者に対して厳しすぎるものとして，
すでに批判的な見解が示されている⒅。また，
上述の木山教授の研修でも批判的に取り上げ
られていた。
　なにしろ，地裁の認定した事実によれば，
所轄の税務署は，売主の兄とその妻に聴き取
り調査を行い，入国管理局に売主の入出国記
録を照会し，米国内国歳入庁（IRS）に売主
の身分事項や所得税の申告状況等に関する照
会を行うなど，２年以上の歳月をかけた調査
を経て，納税告知処分に至っているのである。
このように，調査権限を有する公の機関であ

る税務署が２年もかけて調査して初めて売主
が非居住者であることが認定された事案にお
いても，原告は調査義務を尽くしていない，
というのである。
　地裁判決は，原告が売買の対象となる建物
を訪れ，そこが自宅兼事務所として使用され，
売主がそこで生活している状況を見たことに
より，原告が「建物所在地が売主の住所であ
ると考えたこと自体は至極自然なことであっ
た」とまで言っているのである。それにもか
かわらず，単に電話が繋がらない，売主は留
守がちであった，渡米したことがあった，米
国口座に代金を振り込ませた，などの事情か
ら，原告には売主の出入国の状況や米国の滞
在期間，さらに家族関係や資産状況まで調査
する義務があったのだという。
　しかし，現地を見に行って，そこで売主が
生活している状況を確認したならば，「それで
もこの売主は非居住者かもしれない」などと
疑う者はあまりいないであろう。そこまで疑
う人は，一般人の常識からすれば，むしろ変
人である。現地で生活している状況を見た以
上，後は住民票等の公の書類を確認するだけ
で安心するのが普通の人間である。
　地裁判決は，「住民票等の公的な書類を確認
したからといって，そのことのみをもって，
原告が本件注意義務を尽くしたということは
できない」というのであるが，原告は単に住
民票等を確認しただけではなく，現地を見に
行って，そこが事務所兼自宅として使用され
ている事実を確認したのである。その事実を
認定しながら，なおこのように言うのである
から，なんとも無茶苦茶な判決である。
　無茶な判決といえば，本件に先立つ同様の

⒅　同上230頁以下。
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事案で，大変著名な事例，即ち，東京地判平
成23年３月４日税務訴訟資料261号順号
11635，東京高判平成23年８月３日税務訴訟資
料261号順号11727がある。
　有名な事件なので，ここで内容について説
明することは控えるが，この事案では，原告
の主張と判決の認定との間にかなりの相違が
あるため（売主が非居住者に該当することに
ついて，原告は認識可能性がなかったと主張
しているのに対し，判決は現に認識していた
か，容易に認識し得たと認定している），この
事案が真に原告を救済すべき事案であったか
についての判断は難しい。しかし，これら判
決の理由中で示されている一般論には，看過
しがたい部分がある⒆。
　即ち，地裁判決は，「売主の住所（居所を含
む。）は，売買契約の締結に当たっての調査確
認等により通常容易に判定することができる
と考えられ，これにより源泉徴収義務の有無
を決することとなったとしても買主に酷な負
担を強いるものとは到底考えられない。」と言
ってのけたのである。また，高裁判決は，控
訴人が「受給者の居住状況，資産の状況，家
族関係，職業という外部からは分からないプ
ライバシーに関する不明確な事情によって定
まる非居住者性についての強制調査権限を有
しない支払者において調査するということは
取引の実情とかい離する」，また「取引の実情
においては，非居住者に係る源泉徴収義務の
本人確認について公的書類の確認を超えて，
本人の非居住者性の確認を行うことは」ない
と主張するのに対し，「源泉徴収義務が発生す
る売買か否かは重要なことであるから，非居
住者性の確認を行うのが通常であり，それが
取引の実情であると考えられる。」という。
　また，地裁判決は，原告が，仮に源泉徴収

義務者がその義務を看過して売主に代金を交
付した場合，非居住者に対して求償権を行使
することは事実上不可能であって，源泉徴収
義務者に不当なリスクを負わせる結果となる，
と主張するのに対して，「売主が非居住者に該
当するか否か（その住所・居所の所在）とい
う点は，通常容易に判定することができると
いうべきであるし，（中略）通常要求される調
査を尽くしてもなお売主が非居住者の該当性
について疑義が残る場合には，買主において，
源泉徴収義務に相当する額の支払を留保し，
又は，この点について特約を締結するなどし
て，その源泉徴収義務に備えることも可能で
ある」という。
　判決の最後の言い草は失笑ものである。源
泉徴収税額を留保して売買する？　どこの世
の中にそんな売買契約を持ち掛けられて応じ
る者がいるのか。だいたい裁判所という象牙
の塔に終日こもっておられる裁判官が，取引
の実情を知っているのか？
　ちなみに，地裁判決は，原告の，支払者が
売主の非居住者性を認識できる期待可能性又
は予見可能性があった場合に初めて源泉徴収
義務が生じると限定解釈すべき，という主張
に対し，「このような買主の主観的事情によっ
て売主の確定申告における納付税額が左右さ
れてしまっては，かえって制度としての明確
性を失うことになる」と，おかしなことを言
っている。期待可能性や予見可能性の有無は，
あくまでも客観的な状況によって決せられる
べきものである。買主の主観的事情というの
は，例えば，病気で調査に行けなかったとか，

⒆　田中治教授は，特にこの原告を救済すべき，と
いうことではなく，一般論として判決理由を批判
しておられる。前掲注⒃159頁以下。
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そもそも源泉徴収義務があることを知らなか
った，などの事情であろう。しかし，この事
例では，そのような事情はないのである。い
ったいこの裁判官は，何を考えているのか？
　それはともかく，これら判決によれば，事
業用の不動産を買う人は，売主が非居住者に
該当しないかについて徹底的に調査しなけれ
ばならないのであり，それは「通常」のこと
であり，「取引の実情」なのだという。そし
て，その調査義務の程度たるや，現地を見に
行って住民票等を確認するだけでは全然足り
ないのであり，売主の生活状況や出入国の状
況なども確認しなければならないという。こ
のように，なんらの調査権限も持たない民間
人に対し，税務署が２年以上も掛けて，しか
も入国管理局やIRSに照会してまで行ったの
と同等の調査を要求するのであるから，そん
なレベルの調査のどこが「通常容易」なもの
なのか，全く理解不能である。
　裁判所が求めるレベルの調査を実施するた
めには，売主の家族・親族に対する聴き取り
調査は当然，究極のところ本当に売主が国内
に住んでいるのか確認しようと思ったら，売
主の行動調査，即ち，長期間にわたる張込み，
尾行といった調査も必要になる。それには莫
大な費用を要する。仮にこれらの調査を探偵
に依頼すると，私の経験では，数日間の張込
み・尾行でも200〜300万円は軽く掛かる。
　事業用不動産の買主には，このような莫大
な費用を掛けて調査する義務が課されるわけ
であるが，これは支払者が負うべき義務とし
て許容される範囲内のものなのか？
　他方，裁決例には，案外，優しい判断を下
した事例もある。平成25年５月21日裁決；裁
決事例集No.91 １頁である。
　これは，売買ではなく，賃貸借の事例であ

るが，審査請求人は店舗の賃借人であり，賃
貸借契約の継続中に賃貸人が居住者から非居
住者となった（外国に住所を移転した）ため，
それ以降に支払った賃借料につき源泉徴収す
べきこととなったが，賃貸人が非居住者とな
ったことに気付くのが遅れ，そのために源泉
所得税の納付が法定納期限に間に合わなかっ
た，という事案である。審査請求人は不納付
加算税の賦課決定処分を受けたので，源泉所
得税を法定納期限までに納付しなかったこと
について「正当な理由があると認められる場
合」（国税通則法67条１項但書）に該当する，
として争ったものである。
　この事案の特徴は，賃貸借契約の継続中に
賃貸人が非居住者となったことにある。即ち，
契約を締結する際に相手方が非居住者に該当
するか確認したか，という話ではなく，賃貸
借契約に基づいて賃借料を支払い続けている
最中に賃貸人が居住者から非居住者に変わっ
た，という事案である。審査請求人は，賃貸
人が外国へ行ったことを知らずに，賃借料を
従前通りの口座に振込送金していたところ，
管理人から連絡があって初めて賃貸人が非居
住者となったことを知り，その後，遅滞なく
源泉所得税の納付手続を採ったものである。
　これは容易に想像できることであるが，賃
貸借契約は，いったん契約を締結してしまえ
ば，その後，賃貸人と賃借人とが接触する機
会は基本的にない。賃借人は黙って賃借料を
払い続けるだけである。おそらく世間広しと
いえども，賃料の支払いの度に，賃貸人の住
所を確認する奇特な方はいないであろう。し
かるに，課税庁は，賃借人には賃借料の支払
いの都度，賃貸人が居住者か非居住者かを確
認する義務がある，と主張した。
　それに対し，当裁決は，「不動産の賃貸借等



わが国の源泉徴収制度に対するスティグマタイゼーションの試み

税法学584　239

において，賃借料の支払の都度，居住者・非
居住者の別を確認することを義務付けた明文
の規定はなく，また，本件賃貸借契約に係る
取引のように，賃貸人等との接触をほとんど
必要としない取引について，そのような煩雑
な手続を採ることが必要であるとするのは合
理的でないというべきである」として，不納
付加算税の賦課決定処分を取り消した。
　誠に妥当な判断である。
　近頃は，裁判所よりも，国税不服審判所の
方が，よほど妥当な判断を示す傾向があるよ
うに思えてならない。不幸にして，普通の人
間の常識を備えない裁判官を大量に抱えるわ
が国では，このような優しい判決を望むこと
は難しいのであろうか？
　しかし，冗談で済むことではない。
　所法212条１項に関する判決例からすれば，
わが国で事業用不動産を購入しようとする者
は莫大な費用と手間を掛けて調査をしなけれ
ばならないことになるが，それだけではなく，
莫大な費用と手間を掛けて調査したにもかか
わらず売主が非居住者であることが分からな
かった場合でも，一切救済される見込みがな
いということが重要である。先に引用した片
山直子氏が，上記東京高裁平成28年12月１日
判決の下した厳しい結論からすれば，「譲受人
が注意義務を尽くしたと認められる場合が，
今後ありうるのかという点については，現実
としては，かなり望み薄であるといわざるを
得ない。」⒇と指摘するとおり，現在の裁判例
の傾向からすれば，要するに，支払者が何を
したところで，注意義務を尽くした，との認
定を勝ち取ることはほぼ不可能と考えられる
のである。
　さらに，問題は，単に相手方の非居住者性
の判定が困難，ということだけにとどまらな

い。
　当学会中部地区研究会会員の伊藤雄太氏が
その論文�で指摘するように，所法212条１項
は，その適用対象となる支払者の属性につい
て特に限定していない。したがって，業者で
はない一般の個人も同条項の適用対象となる。
普通のサラリーマンが一念発起，脱サラ目指
して起業しようと不動産を購入する場合にも
適用されるのである。プロの不動産業者が仲
介すれば説明を受ける機会もあるかもしれな
いが，不動産の購入の際に必ず業者が仲介す
るとは限らない。そのような場合，伊藤雄太
氏が指摘するとおり，そもそも買主が源泉徴
収義務のあること自体を知らないこともあり
得るし，非居住者という概念の意味が分から
ないこともあり得る。
　実は私は，この事案に接した際，次のよう
な小説の構想が頭に浮かんだ。会社に勤務す
る20代の女性が清水の舞台から飛び降りる覚
悟で起業を決断，銀行はもとより家族・親
族・友人らから資金をかき集め，２億円の土
地・建物を購入した。そして，さあ，マイナ
スからの出発だ，借金まみれだけど，これか
ら頑張るぞ，と希望に輝いて事業に乗り出し
たところ，突然，税務署から納税告知処分を
受け，実は不動産の売主が非居住者で，多額
の源泉所得税を支払わなければならないこと
が判明した。彼女はまさか不動産を購入する
者に徴収納付義務があることなど知らなかっ
たので驚愕し，審査請求，訴訟までしたが，
結局，法の不知は許さず，との理由で救済さ
れない。彼女は多大な借金に加えて多額の租

⒇　片山直子・前掲注⒄242頁。
�　伊藤雄太「源泉徴収義務者の注意義務」税法学

570号17頁（2013）。
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税債務を背負うことになり，起業の夢も敗れ，
落胆のあまり鬱となって自死する。彼女の父
親は，「不動産を買った者が多額の税金を支払
わなければならないなんて，いつから日本は
そんな恐ろしい国になったのです。そんなこ
と，私たち一般人が知るわけないじゃないで
すか。溌剌と希望に輝いていた娘を返してく
ださい。」と慟哭するが，なすすべはない。
　こんな物語が頭に浮かんだのである。くだ
らない，なにを妙な妄想を，などと一笑に付
してはいけない。あり得る話である。

Ⅶ　他人の税金を肩代わりさせられる

　話を元に戻すが，ここで問題となるのは，
支払者に課せられる負担というものが，ただ
単に調査義務という重い負担を課せられる，
というにとどまらず，「他者の租税債務を肩代
わりさせられる」という負担にまで発展する，
ということである。
　即ち，非居住者から事業用不動産を購入し
た者が，売買代金を全額支払ってしまった後
で，源泉徴収義務のあることが判明して源泉
所得税を納付した場合，その税額を売主に求
償することになるが，売主が非居住者である
ことからすれば，売主に対する求償権の行使
は，実際上ほとんどの場合不可能である。
　したがって，結局のところ，支払者は，本
来は売主が負うべきはずの租税債務を，その
売主に代わって終局的に自己負担することに
なる。これ即ち，「他人の税金の肩代わり」に
外ならない。
　そもそも租税実体法は，各人の担税力に着
目して，公平課税の原則に従って租税債務の
負担を納税者に配分しているのである。した
がって，本来，租税債務の負担は，租税実体
法の規定に従って忠実に配分されなければな

らないはずである。しかるに，源泉徴収制度
においては，本来の租税債務の負担者である
べき者から，その租税債務がまるっと支払者
に移されているのである。
　これは，近代法秩序の大原則である，「自己
責任の原則」に反してはいないか？
　そもそも近代法秩序の下においては，債務
というものは，自らの意思によって負うのが
原則であり，自己の意思によらないで債務を
負担するのは，合理的な理由のある場合に限
られる。民法上，人が自己の意思によらない
で債務を負担する場合として，事務管理，不
当利得，不法行為の３つが規定されているが，
事務管理によって債務を負担するのは他者の
行為によって利益を得ているからであり，不
当利得によって債務を負担するのは法律上の
原因なくして利益を得たからであり，不法行
為によって債務を負担するのは違法行為をや
らかして他者に損害を与えたからである。こ
のように，棚ぼた式に転がり込んだ利益を吐
き出すべきことは当然であるし，違法行為を
して他者に損害を与えた者がその損害を賠償
すべきことも当然である。
　即ち，もとより近代法秩序の下では，利益
が転がり込んだわけでもなく，他者に損害を
与えたわけでもない者が，自らの意思によら
ずに強制的に債務を負担させられる，という
ことは，きわめて異常な事態というよりほか
にないのである。
　しかも，他に本来その債務を負担すべき者
が存在しているという事実に鑑みれば，なお
さらである。債務というものが，それを本来
負担すべきとされている者から，法によって
自動的に他者に移転するということが，なぜ，
近代法秩序の下で許されるのか，そこが私に
は理解できないのである。
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　過去に，源泉徴収制度に対する厳しい批判
がなされたが，その多くは単に支払者に無償
で源泉徴収の事務負担を負わせていいか，と
いう議論であった。
　しかし，源泉徴収制度の問題性は，実は，
もっと大きなものであり，それは，「なぜ支払
者は，他者の租税債務を肩代わりしなければ
ならないのか」という大疑問である。他者の
債務を法によって強制的に肩代わりさせられ
るということが，なぜ近代法秩序の下で許さ
れるのか，という素朴な疑問に対して，未だ
明快な回答は得られていないのである。

Ⅷ　支払者の法的地位再考

　この疑問に対する回答を探すため，ここで
支払者の法的地位とは何か，あらためて検討
してみることも，意味のないことではないで
あろう。
　そこで，とりあえず，条文を確認する。
　源泉徴収制度における支払者の法的地位に
関する条項といえば，まず，国税通則法２条
５号が挙げられる。同条項に，「源泉徴収等に
よる国税を徴収して国に納付しなければなら
ない者」が「納税者」であると定義されてい
る。そして，同法15条１項は，源泉徴収等に
よる国税については，これを徴収して納付す
る義務を「納税義務」と定義し，同条２項２
号において，源泉徴収による所得税の納税義
務は，「所得の支払の時」に成立するものとし
ている。
　このように，国税通則法上は，支払者が納
税義務者と明確に規定されているのである。
　しかし，これはいささか奇妙なことである。
　よく源泉徴収制度について論ずる文章では，
多くの場合，受給者を「本来の納税義務者」
と表現している。「本来の納税義務者」とは，

何か？　これはつまり，受給者は，本来は納
税義務者であるはずのところ，なぜか法律上，
納税義務者として扱われていない，というこ
とである。まさにこの表現の中に，本来の納
税義務者が，どういうわけか実定法上そのよ
うに扱われていないという珍妙な現象に対す
る言い知れぬ違和感が滲み出ているのである。
　そこで，この奇怪なる現象に対し，いかに
理論的に無理なく整合性のある説明がなし得
るか，という問題を巡って，これまで源泉徴
収制度における支払者，受給者の法的地位に
関する議論がなされてきた。即ち，支払者の
法的地位については，国の機関代行説，代理
人的地位説，公法上の義務説などがあり，受
給者の法的地位については，納税義務説と受
忍義務説の対立がある，という具合である�。
　しかし，私はこのような議論には興味が持
てない。いずれの説を採るにせよ，この議論
は支払者と受給者の法的地位について整合性
ある説明をする試みにすぎないのであり，支
払者が終局的に他者の租税債務を肩代わりし
なければならないということを正当化する根
拠にはなり得ないと思われるのである。
　結局のところ，理論的にどのように説明し
たところで，租税実体法においては，受給者
こそが所得税の担税者として定められている
にもかかわらず，国税通則法という手続法に
よって，その本来負うべき租税債務が支払者
に強制的に引き受けさせられている，という
奇妙奇天烈な現象があるのみである。
　これを表現するに，論者においても，例え
ば，「国と受給者の間には，源泉徴収手続の発
生の基礎となる租税実体法（租税債権債務関

�　これら学説については，松沢智・前掲注⒁379
頁以下を参考にした。
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係）は存在するが，租税手続法の側面で，両
者は完全に遮断されており，両者が手続的に
接合することは全くない。他方，国と支払者
との間には，源泉徴収義務の発生を根拠付け
るような租税実体法（租税債権債務関係）は
存在しない。しかるに支払者は，租税手続法
の側面では，自己の本来の納税義務とは直接
に関連しない種々の義務を課され，（中略）現
行法上は，租税実体法上の権利義務関係と租
税手続法上の権利義務関係が，全く乖離し
て」�いるとし，また，税務大学校の茂木繁一
教授も，「本来の納税義務者は実体法としての
所得税法上は，『納税義務者』である（所五・
Ⅰ）が，手続法としての国税通則法上は『納
税者』には該当せず（通二・５号），また，徴
収義務者の義務は，所得税法上は『源泉徴収
義務』として規定され（所六，一八一，一八
三等）ているが，国税通則法では『納税義務』
として規定されている（通一五・Ⅰ）という
ようにまぎらわしい法律構成がとられてい
る。」「課税に関する実体法たる所得税法が以
上のように受給者を納税義務者とし，支給者
を徴収義務者として規定していることは，所
得税が経済的な担税力に着目して課される以
上当然のことであろう。これに対し，手続法
的な性格をもつ国税通則法では，この両者に
ついての規定のしかたは全く趣を異にしてい
る。すなわち，同法における『納税者』には
源泉徴収の本来の納税義務者（受給者）は含
まれず，逆に源泉徴収義務者（支給者）が『納
税者』として同法上の『納税義務』を負うの
である。」�と述べている。また，ある裁決例�

の中でも「源泉徴収制度に関して，国と直接
の租税債権債務関係に立つ者は源泉徴収義務
者であり，国と給与等の受給者の間には租税
債権債務関係は生じないものと解されてい

る。」と明言されている。
　このように，租税実体法上は本来の納税義
務者とされている受給者が，国税通則法とい
う手続法によって，国に対する関係でその債
権債務関係から切り離され，その代わりに支
払者がその地位を引き受けさせられる，とい
うことになっている。このような源泉徴収制
度の仕組みに対する見方は，源泉徴収制度の
基本的な枠組みと，この制度における国，支
払者，受給者のそれぞれの権利義務関係に言
及した２つの裁判例，最判昭和45年12月24日
民集24巻13号2243頁，及び最判平成４年２月
18日民集46巻２号77頁の各判決の考え方にも
合致している。これら判決は，源泉徴収制度
の下では，国との間で租税債権債務関係に立
つのは支払者であって，受給者ではないと，
堂々と断言しているのである。
　まさに実体法と手続法とが「乖離」してい
るのであり，実体法による租税負担の配分が，
手続法によって乱暴にも変えられてしまって
いるのである。くどいようであるが，租税実
体法は各自の担税力に応じて精密に租税負担
を適正に配分している。ところが，それを手
続法が単に徴税の便宜のため，と言って変え
てしまうのである。これを例えるなら，介護
施設で栄養士が各人の体質・健康状態に合わ
せて熟慮して食事の配分を決めたのに，他の
職員が配膳作業の便宜のためと称して，その
配分を無視して勝手に配膳するのに等しい。
　いいのか，それで？
　このように，源泉徴収制度は，実体法秩序

�　畠山武道・前掲注⑻260頁。
�　www.nta.go. jp/about/organization/ntc/

kenkyu/ronsou/05/44/ronsou.pdf［最終確認日：
2020年８月15日］。

�　平成14年３月29日裁決；裁決事例集No.63 11頁。
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に対する乱暴な破壊者であり，「他人の税金を
肩代わりせよ」と命ずるものであって，近代
法秩序の下では，本来，許されないはずのも
のなのである。
　しかし，このような論に対しては，「いや，
それは違う。源泉徴収制度は，他人の税金を
肩代わりせよと言っているのではく，単に支
払者に税を徴収せよ，と言っているだけであ
る。」との反論が考えられる。
　しかし，現実には，支払者が受給者から所
得税を徴収できない場合は多々ある。非居住
者該当性の判断が困難であった事案が典型的
な場合であるし，源泉徴収義務者が納税告知
を受けて争う事案では，支払者は源泉所得税
を留保していないのである。

Ⅸ　所法222条機能不全論

　これに対し，いや，支払者は所法222条に基
づいて受給者に求償できるではないか，とい
う意見もあろう。
　しかし，この所法222条は，現実の場面で，
実際に機能することは稀である。
　支払者がこの規定に従って受給者に対して
求償権を行使しても，任意の支払はおよそ期
待できない。そこで，支払者は訴訟を提起す
る必要性に迫られるが，そもそも，訴訟を提
起しなければならないということ自体が負担
である。訴訟提起には費用がかかるのである。
請求金額が僅少の場合，訴訟提起が経済的合
理性を持たない場合もある。
　また，訴訟を提起して債務名義を得ても，
執行できない場合がある。被告の真の住所地
が不明であったり，住所が分かっても被告が
無資力なら執行できない。支払者が受給者に
対して求償する訴訟のほとんどの場合がこれ
に該当するであろう。

　結局のところ，所法222条は機能しないので
ある。この条文は，支払者が受給者の税金を
肩代わりさせられる，という批判に対する言
い訳としてしか機能していないのである。
　このように，求償権の行使不能により，支
払者は終局的に受給者が負うべき租税債務を
肩代わりさせられることになるのであるが，
このような不条理に対し，それは「やむをえ
ない」と言い放つ者がいる。東京地判昭和51
年７月20日訟務月報22巻９号2295頁がそれで
ある。曰く，「支払者の受給者に対する求償権
が現実に行使できることまで納税告知の要件
とされているとは解することができず，たと
えば受給者の所在不明等の理由により，支払
者が求償権を事実上行使できないという不利
益を受けるのはやむをえないのであって，右
のような事実の存在は，本件処分を違法なら
しめる理由とはなりえないというべきである。
そして以上のように解したとしても，憲法の
定める財産権の保障に反することにもならな
い」という。また，広島高判平成29年２月８
日税務訴訟資料267号順号12978に言わせれ
ば，「源泉徴収義務者が納税義務者へ求償が実
現できない場合はありうることであり，源泉
徴収制度上想定されたものといえる」そうで
ある。
　もっとも，このような判決理由は，現行法
の下での源泉徴収制度の実態を端的に示した
だけだという評価もありえよう。
　実際，わが国には，源泉徴収義務者に対し，
受給者に対する求償権の行使の可能性や機会
を保障する制度が一切ないのである。即ち，
源泉徴収義務は，「徴収納付義務」の一環であ
るが，「徴収」ができないのに，「納付」の義
務だけある，という事態が多々発生するので
ある。しかし，「徴収」なくして「納付」あ
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り，というのでは，源泉徴収制度は全く他人
の税金を肩代わりするだけの制度に堕してし
まうが，本当にそれでいいのだろうか。
　実体法上は租税債務者ではない支払者が，
受給者の実体法上の租税債務を肩代わりさせ
られてしまうという，近代法秩序の大原則た
る自己責任の原則に反した，この不条理に対
し，それを，「やむをえない」，「制度上想定さ
れたもの」とあっさり肯定できる神経が，私
には理解できないのである。
　こうして考えると，なにゆえに源泉徴収制
度なるものの存在が正当化し得るのか，はな
はだ疑問になる。
　そもそもこの制度が許容される理由とされ
ていたのは，「天引できるのだから，いいじゃ
ない論」，あるいは，「右から左理論」であっ
た。即ち，支払者は受給者への支払いの際に
税額を天引きして，それを右から左へ国に納
付すればいいのだから，支払者に源泉徴収義
務を課すことも許される，ということであっ
たはずである。そうであるならば，支払者の
天引が困難な場合には，源泉徴収制度の存立
を正当化する論拠は完全に失われるのである。
　まして，支払者が受給者の租税債務を終局
的に負担させられることに正当性を見出すこ
とは困難である。支払者に対し，求償権行使
の機会・可能性を保障する制度が一切ないと
いう状況の下では，源泉徴収制度は，その正
当性の基盤を持たないのである。

　ところで，支払者が受給者に対する求償権
を行使するのが困難という状況は，非居住者
から不動産の譲渡を受けた場合に限られず，
他にもある。
　その一つに，支払者が債務名義に基づく強
制執行を受ける場合がある。

　例えば，会社がその雇用していた従業員か
ら給与の未払いを理由に訴えられて敗訴し，
その判決に基づいて強制執行される場合であ
る。会社が判決を受け容れて任意に支払うの
なら，その支払の際に所得税額を控除して支
払えばいい。しかし，強制執行を受ける場合
は，そうはいかない。というのは，判決主文
には，支払うべき給与の全額が示されるのが
通常だからである（仮処分命令において，賃
金から公租公課を控除した額を支払え，とい
う決定が下されたことがあるという噂を聞い
たことがあるが，執行力との関係で無理があ
るので，私は疑問に思っている）。即ち，債務
名義上は給与全額の支払いを命ずるものとな
っているのであるから，執行官は，給与から
所得税額を控除した金額ではなく，税引き前
の全額を取り立てなくてはならないのであり，
被告はそれを拒むことはできない。
　ところが，最高裁は，このような場合にも
支払者に源泉徴収義務があるというのであ
る�。所法183条１項は，給与等の支払が任意
弁済によるのか，強制執行によるのかによっ
て何らの区別も設けていないから，というの
がその理由である。そして，この場合，支払
者は，支払いの際に源泉所得税を徴収するこ
とはできないではないか，との指摘に対して，
判決は，所法222条に基づいて受給者に請求す
ればいい，という。
　しかし，所法222条が実効性を持たないこと
は既に述べたとおりである。給与の支払を巡
って訴訟になるような場合では，その受給者
との間の雇用契約は既に終了しているのが通
常であるから，次の給与の支払の機会はない。
そこで，本気で求償しようと思うなら訴訟を

�　最判平成23年３月22日民集65巻２号735頁。
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提起しなければならないが，そのための費用
は自腹である。しかも相手は給与所得者であ
るから，判決を得ても差押えに適した財産が
あることは稀であろう。こうして結局，支払
者は泣き寝入りとなるのである。
　所法222条に基づいて請求すればいいだろ
う，などというのは，全く世の現実を無視し
た無責任な論といわざるをえないのである。
　結局のところ，支払者は，「徴収」の機会が
ないのに源泉徴収義務を負わされ，求償もで
きず，他人の租税負担をひっかぶることにな
る。
　ともあれ，最高裁が，このような「徴収」
の機会のない場合にまで源泉徴収義務を肯定
するのは，まさに「源泉徴収義務者が支払の
一部を留保して税務官庁に納付するという源
泉徴収制度の基本的な想定と相容れない場
合」�にまで源泉徴収義務が成立する範囲を拡
大していこうというものである。
　思えば，最高裁は，この判決に先立ち，破
産管財人が自らに報酬を支払う際にも源泉徴
収義務があるという判決�を，長年の慣行と裁
判所自身による弁護士に対する指導を裏切っ
て�言い渡したが，このように裁判所は，現
在，源泉徴収義務の範囲を積極的に広げる姿
勢を明確に示している。
　誠に不愉快きわまりないことである。

Ⅹ　「支払」概念

　ところで，支払者に「徴収」の機会のない
場合は，他にもある。いわゆる認定賞与，債
務免除，横領などの事案である。
　認定賞与に関する裁判例は，既に昭和の時
代から多数あるが，比較的最近の事例を拾い
上げると，岡山地判平成25年３月27日税務訴
訟資料263号順号12184，その控訴審の広島高

岡山支部判平成26年１月30日税務訴訟資料
264号順号12402，その上告審の最判平成27年
10月８日税務訴訟資料265号順号12733，差戻
し審の広島高判平成29年２月８日税務訴訟資
料267号順号12978，その上告審の最判平成30
年９月25日民集72巻４号317頁がある。たった
１個の事件にこれだけの判決が下されている
のも面白いが，これは，組合が，その理事長
であった者に対し，組合に対する借入金債務
の免除をしたところ，所轄税務署長から，債
務免除に係る経済的利益が賞与に該当すると
して給与所得に係る源泉所得税の納税告知及
び不納付加算税の賦課決定処分を受けたので，
組合がその取消しを求める裁判である（最後
の最高裁判決では，「課税されると分かってい
たなら債務免除などしなかったから，この債
務免除は錯誤により無効である」と組合が主
張したことに対する判断が示されている）。
　この事案では，組合が債務免除をした時点
で，理事長が資力を喪失して債務を弁済する
ことが著しく困難であったか，ということが
主要な争点とされた。
　この事案について多くの判例評釈などが書
かれているが，例えば金子宏教授は，「同社団
が大変な迷惑をかけられた前理事長に，この
ような多額の債務を賞与として免除するとい
うことは，常識的に考えられないことであり，

�　高橋祐介「給与等支払者の源泉徴収義務と強制
執行」民商法雑誌145巻３号309頁（2011）313頁。
なお，高橋教授は，当該判決を積極的に評価して
いる。

�　最判平成23年１月14日民集65巻１号１頁。
�　それまで各裁判所の破産部は，破産管財人を務

める弁護士から，破産管財人報酬の支払の際に源
泉徴収義務があるかを問われるたびに，「破産管財
人に源泉徴収義務はない。税務署のいうことなど
無視せよ」と，我々弁護士に指導していた。
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その意味で，本件免除益を給与所得であると
解することは妥当でなく，むしろ一時所得に
あたると解すべきではないかと考える。」�と，
この債務免除益が給与所得と認定されたこと
を批判している。田中治教授も債務免除益は
一時的，偶発的なものであり，一時所得に当
たるというべきとする�。これらの意見は，所
得区分に関するものであり，判決の結論を批
判するものではあるけれども，債務免除の際
に源泉徴収義務が発生すること自体を問題視
するものではない。
　ところが，むしろ私には，債務免除益に対
して所得税を課す場合，その債務免除をする
者には，源泉所得税を徴収する機会のないこ
とが問題とされるべきではないかと思われる
のである。
　即ち，債務免除というのは，単なる意思表
示にすぎないのであって，金銭を相手に支払
うというような事実行為ではない。したがっ
て，債務免除をする際に，所得税額を留保す
る，という行為は想定できないのである。そ
こで，私の頭には，債務免除は，はたして「支
払」に当たるのか，という疑問が湧くのであ
る。
　ところが，今どきこうした疑問を提示して
も，どういうわけか誰も相手にしてくれない
のである。
　というのは，わが国では古くから，この「支
払」概念を相当広い意味に解する伝統があり，
今ではそれが当たり前のことになってしまっ
ているのである。即ち，山口地判昭和35年３
月31日訟務月報６巻６号1279頁は，「名目の如
何を問わず実質的に判断し社会通念上右現金
の授受と同等の経済的利益乃至価値あるもの
と認められるものの授受ある場合をも含む」
とし，また，所得税基本通達181〜223共−１

は，「支払には，現実に金銭を交付する行為の
ほか，元本に繰り入れ又は預金口座に振り替
えるなどその支払の債務が消滅する一切の行
為が含まれる」とする。このように，これま
で「支払」概念は広く解されてきたのであり，
税務大学校（当時）の青柳達朗氏も「源泉徴
収制度の本来の趣旨からすると，支払の意義
は拡張されていることは事実である」�と指摘
する。そして，多くの裁判例は，債務免除が

「支払」に当たることを当然の前提としている
のである。
　このような状況の中で，今さら「支払」概
念を問題とすることは，なにやら不毛な議論
をするやに思える。法律家たる者，長年の実
務で築き上げられてきた解釈に対し，無駄な
抵抗をするのはよろしくない，仮に条文の文
言の解釈が，通常の日本語の意味と少し離れ
たものであっても，それを受け容れるのが専
門家の矜持である。一般人に向かって，「『支
払』というのはね，単に金銭を交付する，と
いうような狭い意味ではなくってね，経済的
利益を移転する行為を多く含むんだよ」など
としたり顔で説明して，「へえ」と感心させて
悦に入る，というのが法律家の取るべき態度
とされている。
　しかし，それは私が取りたい態度ではない。
　租税法律主義の下，条文中の文言は，一般
人の理解に基づいて通常の日本語の意味に解
されるべきである。
　そこで，「支払」という概念について考えて
みる。「支払」とは，通常の日本語の意味とし

�　金子宏『租税法』23版（弘文堂・2019）244頁。
�　田中治「給与所得者の経済的利益に対する課税」

税務事例研究59号31頁（2001）50頁。
�　青柳達朗「所得税法183条の『支払』について」

税大ジャーナル５号58頁（2007）77頁。
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ては，金銭を交付したり，相手方の銀行口座
に振り込んだりする行為をいう。
　これは「弁済」とも違う。弁済は，債務を
消滅する行為を意味する概念であり，具体的
な行為というより，ある種抽象的な法的概念
である。それに対し，「支払」は，あくまでも
具体的な事実行為を指す概念である。
　このように解するなら，債務免除のごとき
意思表示が，「支払」に該当することなどあり
得ない。
　私には，このような素朴な解釈が，なぜ広
く受け容れられないのか，むしろ不思議なの
である。
　これは，債務免除のみではなく，例えば横
領事案にもいえることである。
　京都地判平成14年９月20日税務訴訟資料
252号順号9198，大阪高判平成15年８月27日税
務訴訟資料253号順号9416，青森地判平成15年
４月22日裁判所ウェブサイト，仙台高判平成
16年３月12日裁判所ウェブサイトは，いずれ
も社会福祉法人の元代表者が法人の金員を横
領したことが給料の支払に該当する，とされ
た事案である。
　上記京都地裁の事案では，原告は，元代表
者の行為は横領行為であって，法人が元代表
者に賞与を支払ったとはいえない，と主張し，
また，青森地裁の事案では，原告は，元代表
者が法人の資金を横領する際に，法人が所得
税を天引きして徴収する機会があったとはお
よそ考えられない，と主張した。
　上記各地裁判決は原告の主張を容れたもの
の，いずれも高裁で逆転されて，結局，原告
の主張は退けられたのであるが，私の「支払」
概念によれば，たとえ代表者であった者の行
為であっても，横領行為が「支払」に該当す
ることはあり得ない。

　おそらく，これら高裁の裁判官は，代表者
の行為と法人の行為を同一視しているのであ
ろうが，代表者の不正行為が発覚して，その
代表者を解任した後で，解任された代表者の
方ではなく法人の方が課税されるというのは，
後任者としては，受け入れ難いことであろう。
法人はあくまでも横領行為の被害者である。
　それはともかく，「支払」を通常の日本語の
意味に解すれば，資金を横領された法人に源
泉徴収義務が課されることはない。

　さらに，債務免除，横領という事案のみで
はなく，例えば，同族会社の行為計算の否認
規定によって賞与認定されたような場合にも，

「支払」概念を私のように解すれば，法人は源
泉徴収義務を負わなくて済む。
　「支払」の解釈を変えるだけで，これまで源
泉徴収義務を課されてきた多くの者を救済で
きるのである。
　しかし，なぜか私の解釈は，受け容れても
らえないのが現状である。松沢智教授のよう
に，「“認定賞与” のうち，現実の支払がなさ
れない場合でも，そのすべてについて源泉徴
収をしなければならぬとされるのが一般であ
るが，果してそこに何等の疑問の余地がない
であろうか。」「たとえ所得税法上は給与に入
るとしても，源泉課税上は別個に考えその対
象となりえないと解すべきものではなかろう
か。」「それは，支払者において支払の際，単
に右から左に天引きしたものをただ移すだけ
であるから大した手間を支払者に求めないか
らであるという制度自体の趣旨からこのこと
がいえるのではなかろうか。」�と，問題提起
をする論者もいないではない。

�　松沢智・前掲注⒁388頁。
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　しかし，現在，「支払」概念を私のように解
釈することを支持する者は，圧倒的少数派で
あろう。
　むしろ，源泉徴収の範囲が広がりすぎてい
るという問題意識を抱いている論者において
は，これを解釈論で解決するのではなく，立
法論と考える者が多いであろう。税務大学校

（当時）の青柳達朗氏が，経済的利益の供与に
対する支払者の源泉徴収義務について，「制度
本来の想定したところと異なる状況であるこ
とは否定できないが」と断りながら，「このよ
うな制度及び運用面の整備は，圧倒的な重み
がある。」「それが，肥大化しているという批
判はあっても，結局，立法論に止まることも
事実である。」�と言うがごとくである。
　なるほど解釈論に限界のあることは確かで
ある。しかし，納税者に不利益な立法がある
場合，その解決のためには，限界ぎりぎりま
で解釈論で頑張るのが選択すべき道である。
というのは，このような場合，立法論では解
決にならないからである。納税者が直接国会
に働きかけて立法することはできない。立法
論は，それがもっともなものであっても，結
局，政府を動かすことができなければ実現し
ない。その意味で，納税者は立法を待ってい
ることはできないのである。納税者の救済は，
解釈論によってしか，なし得ないのである。
　というわけで，私は，「支払」概念につき，
通常の日本語の意味に解釈することが広く浸
透することを切望してやまないのである。
　私のように「支払」概念を解釈すれば，例
えば親会社によるストックオプションの場合
においても，会社は源泉徴収に悩まされずに
済む。
　また，一般論として，会社の役員や従業員
が受ける経済的利益につき，それが給与所得

に該当するか否かで悩む必要はなくなる。多
くの場合，「支払」がない，で済むからであ
る。
　私は，むしろ，租税法律主義に忠実な論者
でも「支払」概念を広く解することを平然と
容認している現状にこそ，不思議の感を抱く
のである。

　しかし，そうは言っても，支払概念を私の
ように解すると，いろいろ厄介な問題が起こ
る，ということにも留意せねばなるまい。
　というのは，支払債務が消滅する場合は多
岐に及んでいるからである。例えば，未払金
を預り金とする等の帳簿上の付け替え行為が
行われた場合は？　相殺や交互計算によって
支払債務が消滅する場合は？　代物弁済
は？　供託したら？　混同，更改のあった場
合は？　時効消滅の場合は？　など，いろい
ろややこしい問題が生じるのである。ここで
そのいちいちについて検討することはしない
が�，例えば支払債務が時効消滅した場合には
源泉徴収の必要はないであろう。
　ところが，厄介なのは，先に検討した債務
免除とは逆のパターン，即ち，受給者の側が
債務免除をする，つまり受給者が債権放棄を
する場合である。この場合，債権放棄をした
受給者が申告することは期待し難いので，支
払者の側で源泉徴収しないと永遠に課税の機
会が失われる可能性が高い。また，この状況
は，いったん支払われたものが，受給者から
返還されるのと変わりがない。そこで，この

�　青柳達朗・前掲注�76〜77頁。
�　これらの場合の支払概念の該当性については，

浦東久男「源泉徴収と支払概念」税法学534号15頁
（1995）において仔細に検討されている。
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場合は，やはり「支払」がなされたとみなす
よりほかにないと思われる。これは，通常の
日本語の意味から少し離れるが，致し方ない。
一貫性がない，などと言わずに，笑って許し
てほしい。
　とはいえ，笑っていられないことがあるこ
とに気付いた。それは，会社が役員報酬の支
払債務を目的とする準消費貸借契約をその役
員との間で締結した場合は，どうするか，と
いうことである（大阪地判平成９年５月21日
税務訴訟資料223号758頁）。この場合も受給者
の債権放棄と状況は似ている。現行法がある
限り，準消費貸借契約の締結も，「支払」と解
さざるをえないであろうか？　迷うところで
ある。

　なお，「支払」概念を広く解する現在の実務
の下で支払者を悩ませる問題は，これまでに
検討した場面に限られない。思い起こせば，
いろいろ出てくる。
　例えば，東京高判平成25年５月30日税務訴
訟資料263号順号12222の事案のような，いわ
ゆる社員旅行のような現物給与の問題である。
　現物給与において特に問題となるのは，税
法と労働法とが衝突する，ということである。
　即ち，労働基準法は，「賃金は，通貨で，直
接労働者に，その全額を支払わなければなら
ない」と規定する（労働基準法24条１項）。い
わゆる賃金全額払いの原則で，使用者は，賃
金の全額を通貨で労働者に支払わなければな
らない，というものである。但し，法令に別
段の定めがある場合には賃金の一部を控除し
て支払うことができる，とされていて，給与
から所得税額を控除して支払うことが許され
るのは，給与所得の源泉徴収がこの法令の別
段の定めに該当するからである。ところで労

働基準法では賃金を「賃金，給料，手当，賞
与その他名称の如何を問わず，労働の対償と
して使用者が労働者に支払うすべてのもの」
と定義しているが（同法11条），行政解釈で
は，「賃金」という概念は比較的狭く解される
傾向がある。即ち，実物給与については，か
つて賃金が通貨ではなく物で支給され，労働
者の生活が圧迫された歴史的経緯に鑑みて実
物給与を原則禁止している趣旨に照らし，労
働協約によらずに物又は利益が供与された場
合には，それを賃金と認定するのは慎重でな
ければならず，臨時に支給される物，その他
の利益は原則として賃金とみなさないことと
している（解釈例規；昭22・12・９ 基発452
号㈠乃至㈢参照）。このような労働法上の解釈
態度からすると，いわゆる社員旅行で会社が
負担した費用などは，労働法上は賃金とはみ
なされないと考えられる。すると，もし，会
社が税務署の見解に従って，社員旅行によっ
て従業員に供与された利益を給与所得として
翌月の給与からその分の所得税額を控除して
支払ったなら，会社は，労働基準法違反に問
われる可能性がある�。
　税法と労働法の板挟みである。
　こういうことを指摘すると，大方の論者は，

「税法と労働法とで，法的概念の解釈が異なる
のは当然である」という反論がなされる。
　しかし，理論上はそのように言えても，実
際に税務署と労働基準監督署の双方から責め
立てられる会社にとっては，そのような理論
はなんの意味も持たない。このような，税法
上の「給与所得」概念と，労働法上の「賃金」

�　この問題を指摘するものとして，脇谷英夫「『経
済的利益』を対象とする源泉徴収制度の考察」税
法学571号165頁（2014）177頁参照。
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概念の齟齬は，他の場面でも時々問題となる
が，いいかげん，税法と労働法の間で，この
齟齬を解決せんとする動きが起こってもいい
ころである。そうでないと，企業の現場が混
乱する。
　このように，「支払」概念を広く解すること
の弊害は，はかり知れないのである。

　また，これまで取り上げた以外にも，支払
者を悩ます問題は他に多々ある。
　例えば，匿名組合契約において，本当は利
益が出ていないのに，利益があると仮装して
利益の分配がなされた場合，その分配をした
会社の破産管財人が置かれた状況を想像する
と，源泉徴収すべきか否か判断に迷うであろ
う（東京地判平成28年７月19日税務訴訟資料
266号順号12883）。
　また，控除すべき税額が分からなくて困る
場合もある。
　例えば，非常勤講師の手当のように，給与
所得とみるべきか，報酬とみるべきか，また，
弁護士などに出張を依頼した際の旅費，宿泊
費などの実費弁償的金額を報酬に含ませたと
き，税額をどう算定するのか，等々である�。
　誠に源泉徴収制度というものは，支払者を
して深い悩みと困難の淵に沈める厄介物であ
る。

Ⅺ　源泉徴収制度廃止論

　こうして考えてみると，やはり解釈論では
限界があり，立法論でなければ問題解決にな
らないという気がしてくる。先ほどは，立法
論は無意味だと言っておきながら，その舌の
根も乾かぬうちにこのように言うのも一貫性
がないが，例えば先に論じた非居住者から不
動産の譲渡を受ける場合の源泉徴収義務につ

いていえば，解釈論では，やはり限界がある
であろう。合憲的限定解釈論等，種々の議論，
提案がなされているが，他方で，このような
制度がある以上，支払者に高度な注意義務が
課されるのはやむをえない，という意見もあ
る。それなら，いっそこの制度を廃止するか，
あるいは，せめてアメリカ合衆国を見習って，
支払者の義務を減免する制度を採用するべき
である�。
　また，源泉徴収制度の拡大の歴史から分か
るように，わが国の源泉徴収制度は肥大化し
すぎである。給与所得のみでなく，報酬，料
金にもその対象を広げたのだが，そこに意味
はあるのか？　そもそも我々弁護士が顧客か
ら報酬を受け取るときに，源泉徴収されなけ
ればならない理由はどこにあるのか？　事前
に顧客にちゃんと説明したのに，経理担当者
が理解していなくて源泉所得税が控除されず
に報酬全額が振り込まれてきた，ということ
を何度経験したことか。
　私には，各種の報酬などを広く源泉徴収の
対象としなければならない理由が見出せない。
　さらに，源泉徴収制度は，必ずしも確実な
税の徴収に役立つとは限らない。例えば，源
泉徴収を怠った支払者が，その後，倒産，解
散して源泉徴収義務を履行しないままで終わ
った場合，もはや支払者から源泉徴収税を徴
収できないのに，本来の納税義務者である受
給者に対する請求もなしえない，ということ
が指摘されている�。これは，源泉徴収制度の
下で受給者を国との租税債権債務関係から切

�　畠山武道・前掲注⑻200頁参照。
�　アメリカ合衆国の制度については，中里実「非

居住者の不動産譲渡の対価についての源泉徴収」
税研35・36合併号36頁（1991）に詳しい。

�　畠山武道・前掲注⑻253頁。
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り離し，支払者にその地位を引き受けさせた
結果である。
　ここまで来ると，そもそも源泉徴収制度な
るものが堂々と存在していていいものか，疑
問に思えてくる。
　現在，納税者番号制度というものができて，
名寄せにより課税漏れのチェックができるよ
うになったと聞いている。私自身は，納税者
番号制度が実際にどのように機能しているの
か，実はあまり良く知らないのであるが，こ
の制度が所期の目的を果たすものであるなら
ば，いっそ，源泉徴収制度は全部廃止してし
まって，支払者には単に支払に関する情報を
通知する義務だけを負わせても良いのではな
いか？
　決して過激な意見だとは思わない。
　もっとも，給与所得に関する源泉徴収制度
はうまく機能しているのだから，源泉徴収制
度の全部を廃止するまでもないであろう，と
の意見も考えられる。なにしろ，国税庁レポ
ートの資料編によれば，源泉徴収義務者の中
で給与所得に係る者の占める割合は大きく，
源泉所得税が国家の収入に占める割合はここ
数年，25％前後で推移している。これを廃止
するのは，どうか？
　しかし，給与所得の源泉徴収制度にも，問
題はなくはない。
　仮に源泉所得税額につき，国と受給者とで
見解の相違がある場合，支払者は，全く自己
の利益に関係ないことで無用の紛争に巻き込
まれることは，つとに指摘されていることで
ある。そして，支払者は，国に対する納税告
知に対する抗告訴訟で敗訴し，受給者からの
支払請求訴訟に敗訴して，二重払いを強いら
れるリスクを負う。そこで，裁判例（最判昭
和45年12月24日民集24巻13号2243頁）は，支

払者は，抗告訴訟にあわせて，またはこれと
別個に納税義務不存在の確認の訴訟を提起
し，受給者に訴訟告知をすればいい，という。
しかし，「訴訟手続を取ればいい」のではな
く，「訴訟手続を取らなくてはならない」こと
が問題であろう。裁判官は，費用を掛けずに
訴訟を提起できるとでも思っているのか？
　また，そもそも給与所得の源泉徴収制度は，
年末調整の制度と相まって，わが国の申告納
税制度を侵食するものである。ほとんどの給
与所得者は，源泉徴収と年末調整によって課
税関係が完全に終了してしまい，国との租税
債権債務関係から完全に断ち切られたままで
終わってしまう。その結果，多数の国民が，
わが国の納税制度の根幹をなすはずの申告納
税制度とは無縁の衆生と化すのである。
　日本が申告納税制度を採用していることに
つき，これこそ民主主義的納税制度である，
と自己礼賛するのが，わが国の一般的な論調
ではないのか。それなのに，その申告納税制
度を侵食し，その例外ともいうべき源泉徴収
制度を，低コストで確実に税を徴収する良い
システムだ，などと礼賛するのは，甚だしい
矛盾というべきである。一方で申告納税制度
を民主的納税制度と礼賛しながら，他方で源
泉徴収制度を積極的に評価するのは，無自覚
な自家撞着というよりほかにない�。

�　この点，当学会中部地区研究会会員の林眞義氏
は，その博士論文「民主的納税制度と租税法の予
測可能性」熊本大学（2013）63頁において，「民主
的な課税であるか否かの判断は，課税方式という
よりもむしろ法を運用して徴収する税務行政のあ
り方によって判断されるのではないだろうか。」
と，申告納税制度をもって即民主的と評価する一
般的な論調に疑問を投げかけている。私のいう無
自覚な自家撞着という批判を免れ得るのは，林会
員である。
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　こうして考えると，やはり，源泉徴収制度
など，全部廃止してしまえ，と言いたくなる。
　源泉徴収制度の廃止が過激というなら，せ
めてシャウプ勧告に従って，年末調整を税務
署へ移管する，という程度の改革は早急に実
行すべきである�。シャウプ勧告から，何年経
っていることやら。
　日本って，トロい。

Ⅻ　試みの出口

　これまで源泉徴収制度をボロクソに批判し
てきたが，要するにこの論考は，源泉徴収制
度に対するスティグマタイゼーションの試み
である。拙文を読まれた方が，「源泉徴収制度
って，いろいろ良くない制度だ」と思ってい
ただけたなら，本試論の目的は達成したこと
になる。

　思うに，わが国には，昔から「公」のため
に「私」が犠牲になることが美しい，という
美意識がある。わが国の源泉徴収制度も，こ
の美意識の現れのような気がしてならない。
つまり，「徴税のコストは支払者がかぶれ。お
国に迷惑かけるな」というわけである。
　このような例は，他にもある。日本は，使
用者が労働者を解雇することが非常に難しい
国だと言われている。これは本当である。労
働事件を経験したことのある弁護士なら，そ
のように認識しているであろう。これなども，
労働者を解雇し易くして，解雇された労働者
の生活を守るシステムを社会が用意すれば良
さそうなものだが，わが国はそのようにせず，
たまたま使用者となった者に労働者の権利保
護のための負担を押し付けているのである。
　また，借地借家法も，借地人・借家人の権
利を保護するものであるが，その保護を，社

会全体でするのではなく，たまたま賃貸人と
なった私人に，その負担を押し付けるもので
ある。
　さらに話が飛ぶが，最近，育児の負担に耐
えかねた母親が，我が子を死に至らしめる痛
ましい事件をよく耳にする。その場合，その
母親に刑事罰を科してこと足れり，とするの
みで，子育てを支援する施策が社会に十分に
ないことは看過される。子育ては母親の仕事，
おまえが全部かぶれ，というわけである。
　本試論で取り上げた，非居住者から不動産
の譲渡を受ける者に源泉徴収義務を課す制度
も，アメリカ合衆国の制度を真似して導入さ
れたものであるが，合衆国の制度には支払者
の義務を免除又は軽減する制度があるのに，
わが国はそのような制度を一切採用しなかっ
た。徴税コストは，支払者が全部ひっかぶれ，
というわけである。まさに「米国の制度から
減免制度をそぎ落としたような形で制定され
たのが我が国の制度である。」�いかにも日本
的である。
　これら総ては，「公」に負担を掛けずに，

「私」が負担を引き受けろ，という思想に基づ
くものである。
　なるほど，「公」のために「私」を犠牲にす
るという，自己犠牲の精神は美しい。しかし，
それは，自発的になされたときに初めてその
美しさを発揮するのである。いかなる美徳と
いえども，それが他者から強いられたもので
あるなら，それは無価値となる。
　以前，渡航の危険な外国へ不用意に出掛け
て行き，ゲリラの人質となった者に対し，激

�　シャウプ使節團日本税制報告書（1949）巻４
D11。

�　伊藤雄太・前掲注�22頁。
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しいバッシングがなされたことは記憶に新し
い。その時，あるイタリア人が，「なぜ，日本
人は，人質になった人を冷ややかに批判する
のか。私たちイタリア人は，このようなとき，
なによりも同胞を助けたい，としか思わない
のだが？」と言っているのを聞いたことがあ
る。いかにもイタリア人が言いそうなことで
あるが，多くの日本人は，「危険な国にフラフ
ラと行って，国に多額の税金を使わせて，バ
カな連中だ」と，義憤にかられたことであろ
う。日本人の美意識からすれば，お国に迷惑

を掛ける輩は許せない，ということになるの
である。しかし，私には，「同胞がつかまっ
た。これを助けずにおられるか」というイタ
リア式の，どこか陽気な愛国心の方が健全に
思える。
　話がそれたが，徴税コストという負担は，
国民全員で等しく負うべきものである。国民
全員，ということは，国である。「公」のため
に「私」が犠牲になることを強いる制度は要
らない。
　源泉徴収制度，やめましょう。




